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（１）湯川源泉から乗鞍高原への引湯
（２）各給湯組合等への給湯
（３）公衆浴場、休憩施設等の設置および運営
（４）前号までに掲げるもののほか、目的を達成するため必要と認める事業

温泉の開発、供給及び利用を推進し、公共の利益をはかるとともに、地域振興に寄与することを
目的とする。










